
令和３年高島市教育委員会 
第 ５ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和３年５月２６日（水） 

午後２時３０分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和３年第４回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第４２号 高島市教育委員会事務点検評価委員の委嘱について 

                                 

日程第２ 議第４３号 契約締結議案に対する意見の申出について 当日資料 

                                

日程第３ 議第４４号 令和３年度高島市一般会計補正予算（第３号）案に対 
           する意見の申出について         当日資料 

 

日程第４ 議第４５号 高島市教科用図書選定委員会委員等の委嘱等について 

                               当日資料 

 

日程第５ 議第４６号 高島市教科用図書選定委員会への諮問について 

 

日程第６ 議第４７号 高島市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則 

           案 

  

日程第７ 議第４８号 高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会設 

           置要綱を廃止する告示案 

 
 

５．報告事項 

  報告第１５号 令和３年度高島市立学校学校教育到達目標について 



 

６．今後の日程 

・令和３年教育委員会第６回定例会 

日時：令和３年６月２８日（月）午後１時３０分 

場所：高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

・令和３年教育委員会第７回定例会 

日時：令和３年７月  日（  ）午前・午後  時  分 

場所： 
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議第４２号 

 高島市教育委員会事務点検評価委員の委嘱について 

上記の議案を提出する。 

  令和３年５月２６日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会事務点検評価委員の委嘱について 
 

高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱（平成２７年高島市教育委員

会告示第１０号）第３条の規定に基づき、高島市教育委員会事務点検評価委

員に次の者を委嘱することについて、議決を求める。 
 

記 
 

氏 名 所 属 等 新任・再任 

竹脇 一美 元高島市議会議員 再任 

日置 喜嗣 元高島市立小学校長 再任 

海老澤 文代 元高島市青少年育成市民会議会長 新任 

任期：令和３年６月１日から当該年度にかかる事務の点検および評価の完

了の日まで 
 
 
 

1



議第４６号 

 高島市教科用図書選定委員会への諮問について 

上記の議案を提出する。 

  令和３年５月２６日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教科用図書選定委員会への諮問について 
 

令和４年度使用教科用図書の選定について、高島市教科用図書選定委員会

に下記のとおり諮問することにつき、議決を求める。 
 

記 
 
１ 令和４年度使用教科用図書の選定にあたり、中学校用教科用図書「社会 

（歴史的分野）」について専門的な調査研究を行ったうえ、調査結果を答 
申すること。 

 
２ 令和４年度に使用する特別支援学級における教科用図書（小・中学校）

について、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条の規定に基

づき検討のうえ、意見を答申すること。 
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議第４７号 

 高島市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年５月２６日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則 
 

教育委員会または教育機関に提出する申請書、届出書その他の書類に係る

押印の省略に関し必要な事項については、高島市申請書等の押印の省略に関

する規則（令和３年高島市規則第３０号）の規定の例による。 

付 則 
この規則は、令和３年６月１日から施行する。 
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高島市申請書等の押印の省略に関する規則 

令和３年５月７日 
高島市規則第３０号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市長またはその補助機

関に提出する申請書、届出書その他の書類（以下「申請書等」という。）

に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 （押印の省略） 
第２条 市長またはその補助機関に提出する申請書等であって、本市の規則 

その他の規程（以下「規則等」という。）により提出者の押印を求めてい 
るもののうち、次のいずれかに該当する申請書等については、当該規則等 
の規定にかかわらず、記名または署名により押印を省略することができる。 

 ⑴ 閲覧および縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象者が不特定で

あり、押印や署名を求めてまで本人確認をする必要がない申請書等 
 ⑵ 履歴書、住所変更届出書等で、単に事実または状況を把握することの

みを目的とする申請書等 

 ⑶ 申請書等に係る一連の手続の過程において、運転免許証その他の公的

書類の提示により本人確認が可能な申請書等 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印

を廃止しても支障のない申請書等 

２ 前項の規定に該当する申請書等について押印を省略する場合は、当該申

請書等の様式中押印を求める表記を削り、または所要の修正を加えて使用

するものとする。 

３ 次に掲げる申請書等については、提出者の署名により申請書等への押印

を省略することができる。 

 ⑴ 個人番号カード、公的個人認証サービス等、虚偽の申請があった場合

に回復困難な権利侵害等が生じ得る手続に係る申請書等 

 ⑵ 市が、個人情報を取得および利用し、当該個人情報を本市以外の組織

または団体に提供することに同意する手続に係る申請書等 

 （適用除外） 

第３条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。 

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、高島市会計規則（平成１９

年高島市規則第２１号）、高島市契約規則（平成１９年高島市規則第２

２号）等に基づく契約および公金の支出に関する一連の手続において押

印を求めている申請書等 

（参考） 
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 ⑵ 国および県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられている申

請書等 

 ⑶ 本市以外の組織または団体（国および県を除く。）により押印が義務

付けられている申請書等 

 ⑷ その他文書の真正性の担保等の理由により、押印を求めている申請書

等 

 （その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 
この規則は、令和３年６月１日から施行する。 
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議第４８号 

 高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会設置要綱を廃止する告

示案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年５月２６日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会設置要綱を廃止す

る告示 
 

高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会設置要綱（令和２年高

島市教育委員会告示第１８号）は、廃止する。 
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報告第１５号  

令和３年度高島市立学校学校教育到達目標について

 令和３年度高島市立学校学校教育到達目標について、別冊資料のとおり報

告する。 

  令和３年５月２６日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治   
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